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【足立区労働報酬審議会】会議録 

会 議 名 令和６年度 第１回 足立区労働報酬審議会 

事 務 局 総務部 契約課 

開催年月日 令和６年９月５日（木） 

開 催 時 間 午前１０時００分 ～ 午後０時００分 

開 催 場 所 足立区役所１１階 契約課入札室 

出 席 者 

渡部 典子 会長 小倉 絵里 副会長 田中 克己 委員 

設楽  潔 委員 北野 元一 委員 早川 勝久 委員 

欠 席 者 なし 

会議次第 

１ 開会 

２ 議事 

  議案第１号 令和５年度公契約条例適用契約に関する労務台帳の 

提出状況について 

  議案第２号 令和６年度公契約条例適用契約について 

  議案第３号 足立区公契約条例改正（素案）のパブリックコメント 

        に対する区の考え方について 

  議案第４号 令和７年度労働報酬下限額の算定方法等について 

３ 閉会 

資 料 審議資料 

そ の 他 
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（審議経過） 

１ 開会 

【総務部長挨拶】 

 

２ 議事 

◆会議の公開について 

○渡部会長 

 審議会は公開としていますが、非公開情報

とされているものに関する審議については審

議会を一旦中断し、議事を非公開としたいと

考えますがいかがでしょうか。 

 

－全委員了承－ 

 

◆議案第１号 令和５年度公契約条例適用契

約に関する労務台帳の提出状況について 

【契約課長が議案について説明】 

 

〇早川委員 

 適用工事の落札率と適用工事以外の落札率

は、どれくらいで推移していますか。また、

不調になった件数は増加傾向なのか減少傾向

なのか、どういう理由で不調になっているの

かもお話しいただきたいと思います。 

 

〇契約課長 

 過去３年間でみますと、九十数パーセント

で推移していて、大きな変動はないような状

況です。不調についてですが、土木では若干

不調が増えている傾向にあります。令和３年

度には３割弱くらいだったのが令和５年度に

は３割を超えるような状況でした。建築に関

しては１０から２０パーセントの範囲で増減

を繰り返しています。電気ではほぼ不調がな

いなど、業種によって状況は異なりますが、

土木、建築は他業種と比較して顕著な状況で

す。不調の理由については、金額が折り合わ

ないとか、技術者の配置ができないなどが多

いです。 

 

〇早川委員 

 それでは国が懸念している、技術者が減っ

て施工に至らないという状況が、足立区でも

出ているということですね。 

 

〇契約課長 

 そういう面もあるかもしれませんが、参加

資格において区内事業者を優先していること

など、様々な要因があるのだと思います。 

 

◆議案第２号 令和６年度公契約条例適用契

約について 

【契約課長が議案について説明】 

 

（質疑なし） 

 

◆議案第３号 足立区公契約条例改正（素

案）のパブリックコメントに対する区の考え

方について 

○契約課長 

 この素案の取りまとめにあたっては、当審

議会と公契約等審議会の両審議会からご意見

を賜り、大変ありがとうございました。この

素案について、４月から５月にかけてパブリ

ックコメントを実施しました。関心の高さが

窺えるのですが、意見数としては３９７件、

３１０者の方々から多数のご意見をいただい

ているところです。意見の内容としては、労

働者への周知に関することが、３９７件中２

４１件と、周知をしっかりしてほしいという

ものが大多数を占めておりました。 

 今後のスケジュールですが、予定として

は、９月に議会へ改正条例案を上程します。

議会で条例改正を認めていただいた際には、

１０月から３月にかけて事業者、労働者等へ

丁寧な周知をしていきたいと考えています。
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条例の施行は来年の４月を予定しておりま

す。 

 具体的な中身について説明させていただき

ます。９ページ以降がいただいた意見とそれ

に対する区の考え方になります。一つ目は事

業者の遵守事項に関することです。事業者か

ら下請事業者へお知らせする内容が不十分、

元請事業者が区に提出する労務台帳作成の負

担が大きく、この提出をなくしてほしいとい

う意見です。区の考え方としましては、元請

事業者が下請事業者と契約する際に、必ず下

請事業者に制度の内容を理解してもらい了承

を得ることを義務化して取り組んでいきたい

というものです。事業者の負担軽減について

は、労務台帳の提出を取り止めて、代わりに

簡易的な書式で適正な賃金支払いや周知の実

施などを報告していただくように変更してい

く予定です。 

 二つ目は、労働者への周知に関することで

す。まず、区の方でホームページに公契約条

例の情報を載せていますが、そうしたページ

を印刷して現場内に配布してほしい、またパ

ソコンやスマートフォンを使えない人に対す

る周知の方法を工夫してほしい、ポスターも

掲示してほしい、そもそも公契約条例の周知

が不十分といった内容が主な意見です。区の

考え方としましては、現在も事業者にポスタ

ーを掲示したりチラシを配っていただいたり

しておりますので、それを継続していただく

というものです。 

 次は周知カードの配布についてです。来年

４月以降は周知カードを配布していきます

が、周知カードの配布だけではなく、区によ

る定期的な現場での啓発をしてほしいという

意見がありました。区の考え方としまして、

基本的に現場での啓発というのは区と事業者

が契約を締結する際に、事業者の責務という

ことで、事業者に担っていただくことになっ

ていて、一義的には事業者からと考えていま

す。区の方からもどういったことができるの

かは、引き続き考えていきたいと思っており

ます。 

 三つ目は適用範囲についてのご意見です。

主なものとしましては、工事請負契約につい

て１億８千万円以上から１億円以上に拡充す

るということですが、もっと拡大してほしい

というものです。区の考え方としては、まず

はこの規模で進めさせていただき、さらなる

拡充については、引き続きの検討ということ

が、議論の中でもあったかと思いますので、

そのように進めさせていただきたいと考えて

おります。 

 四つ目は、検証・見直しの実施に関するこ

とです。条例の見直しに関しては、当面は４

年ごとにということですが、そうではなく毎

年検証、見直しをしてほしいというご意見が

ありました。区の考え方としては、制度を見

直した際には、分析をしたり、効果検証をす

る必要があり、２、３年程度は見極めてから

となりますと、４年くらいを目途に見直して

いくのが適切と考えています。 

 五つ目のその他として、多くの意見をいた

だいていますが、詳細については省かせてい

ただきます。 

 最後のところに、周知カードの案を提示さ

せていただいていますので、ご覧いただけれ

ばと思います。 

 

〇早川委員 

 周知カードの案がありますが、区の方では

どのように活用、運用していくのか、イメー

ジがあるのであればお願いします。 

 

〇契約課長 

 こちらは今までの議論の中でもあったかと

思いますが、区と事業者が公契約を結ぶ際
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に、区の方から労働者の人数分の周知カード

を事業者にお渡しをして、ポスター掲示など

とともに、事業者から個々の労働者へお渡し

をいただくということを想定しています。 

 

〇早川委員 

 周知カードの表面ですが、あなたの職種と

いうところが空白になっています。ここは誰

が記入するという想定なのですか。 

 

〇契約課長 

 こちらの職種については、受注した事業者

の方で労働者にこういう職種であるというこ

とを提示して渡していただけたらと考えてい

ます。 

 

〇早川委員 

 事業者が書いて労働者に渡すということで

すね。工事契約適用現場で熟練と未熟練とい

う区分がありますが、その区分について労働

者は自分自身では分からないと思います。こ

の面に熟練かそれ以外か、そういう文言を入

れる予定がありますか。それと、その隣に二

次元コードが記載されて、それを読み取れる

ようですが、これを読み取るとどういうもの

がスマホに表示されるのか教えてください。 

 

〇契約課長 

 職種に関しては、公契約条例で定めている

５１職種を書いていただく、若しくは見習

い、手元と書いていただき、渡していただく

ことを想定しております。 

 

○設楽委員 

 本人が書くのではないのですか。事業者が

書いて渡すのですか。 

 

○契約制度改善担当係長 

 工事契約については、事業者に書いていた

だく予定です。他の業務委託や指定管理は職

種が限られていますので、初めから記入され

たものを事業者にお渡しする形にします。工

事契約については見習い、手元を含めると５

２職種になりますので、区が全てを揃えて枚

数まで管理して事業者にお渡しするのは不可

能ですので、お手数ですが事業者に記入いた

だいてお渡しいただきたいということです。 

 

○設楽委員 

 本人に書いてもらうのが一番いいのではな

いですか。 

 

○契約制度改善担当係長 

 基本的に職種は事業者の方で決めますの

で、事業者が書くという形で考えています。 

 

○田中委員 

 事業者は作業員を処遇していませんから、

非常に難しいですよね。協力事業者にお願い

していて、協力事業者に所属する職人がほと

んですから、その職人がどういう職種かを元

請が判断するというのは、結構大変です。 

 

○契約制度改善担当係長 

 元請から下請各事業者に渡していただき、

下請事業者が書いていただく…… 

 

○田中委員 

 そういうことでいいのですね。 

 

○設楽委員 

 本当はそれではだめではないでしょうか。

現場で自分が何をやるのかわからないという

ことはないです。職人はみんなわかっていま

す。それを書いてもらえばいいのです。とび

ならとび、配管工なら配管工と明らかになっ
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ています。それを書いてもらえばいいだけで

す。事業者が書いて渡すということにどうい

う意味があるのか、私にはわからないです。 

 

〇契約課長 

 事業者と労働者とで、どの職種なのかをき

ちんと把握するということが大事だと思って

います。 

 

〇早川委員 

 先ほど申しあげた熟練、未熟練の文言の記

載はどうですか。 

 

○契約制度改善担当係長 

 そこは見習い、手元と書いていただく予定

です。元々、見習い、手元の場合は、労働者

との合意の上で現場に入っていただくという

ことになっていますので、それを前提とし

て、ここに見習い、手元と書いていただく予

定です。 

 

○田中委員 

 そうすると金額も書けるのではないです

か。 

 

○契約制度改善担当係長 

 金額まで事業者に書いていただくのは、事

業者の負担を軽減するということですので、

そこまでは求めないこととしています。職種

がわかればポスターの下限額一覧表を見てい

くらなのかはわかるという形にしておりま

す。 

 

〇契約課長 

 もう一つのご質問で、二次元コードを読み

取った後に見られるページの内容ですが、区

のホームページに記事を新たに作成します。

労働者の方はそもそも公契約条例について知

らないというご意見が多数でした。下限額の

こともそうなのですが、そもそも公契約条例

とはどういうものなのか知っていただきたい

というところで、まずは公契約条例はこうい

うものですという説明を載せたい、そのあと

にそれぞれの職種に応じた金額や詳細の内容

をまとめさせていただきたいと考えていま

す。その中には動画による説明なども検討し

ています。できる限り見やすくわかりやすい

ものを準備していきます。 

 

〇早川委員 

 事業者向けとしてはそれでいいと思いま

す。しかし、これは労働者に配るものですの

で、労働者の目線で作りこんでいただきたい

のです。起承転結の結論からまず載せてほし

いです。ＱＲコードを読み込むと、あなたの

労働報酬下限額はそこに載せられている表の

金額のとおりとなっていて、理由としては足

立区では公契約条例が制定されていて、労働

者の賃金水準を守るため労働報酬下限額が決

められていますという流れで作りこんでいた

だきという要望がありますので検討をお願い

します。 

 

〇契約課長 

 ご意見として承りたいと思います。公契約

条例には目的や理念があり、最終的にはより

よい区民サービスを向上させるために制定し

ており、そういったところもご理解いただけ

るように進めていきたいと考えておりますの

で、そこのところは検討させていただきま

す。 

 

○田中委員 

 ＱＲコードを読み込むと、あなは何番の職

種ですかと聞いてきて、１７と入れると金額

が出てくるということですよね。 
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〇早川委員 

 そこまで作りこんでくれればありがたいで

すが、難しければ一覧表が出てくるだけでも

いいと思います。 

 

〇小倉副会長 

 階層が深くいくつも見ていかなければわか

らないというのではなく、割と早くわかりや

すくということですよね。 

 

〇早川委員 

 そういうことです。 

 

○田中委員 

 その数字そのものは実際手にする給料とは

違うものです。そこのところの説明は難しい

ところですね。 

 

○設楽委員 

 頭の金額ですよね。そうするしかない。手

取りではないですよね。 

 

〇早川委員 

 総支給額ですよね。 

 

〇契約課長 

 手取りではなく、事業者が支払った金額、

天引き前の金額で、そこにボーナスなども割

り返して含まれてきますので、そこは難しい

ところかもしれません。手取りの金額で比べ

て少ないと思ってしまうかもしれません。そ

うではないということは、できるだけ工夫し

てわかりやすく周知していきます。 

 

〇小倉副会長 

 注意書きのようなものは必要だと思いま

す。しかし、見合うような金額が貰えている

かの判断は付きにくいのかと思います。逆に

これをきっかけに貰えているのかという話が

できる状況になるといいのかなという感じが

します。まずは興味を持っていただけるよう

に、たどり着いていただきたいと思います。 

 

〇契約課長 

 ご自分でも計算できるようなシートなど

も、用意をしてできる限り確認できるように

していきたいと思います。 

 

○北野委員 

 ホームページ上にご自身の給与明細から金

額を入れて、シミュレーションが簡易的でも

いいのでできればいいと思います。それでお

かしいなと思ったら連絡してもらうというよ

うな流れに持っていっていただければと思い

ます。 

 

○設楽委員 

 家族構成などによっても金額が変わってき

ます。諸々のものを加味しながらの計算にな

ると思います。職人には難しところがあるの

ではないですか。 

 

〇契約課長 

 ご自分で計算できるシートについては、複

雑なものにはなりますが、できるかぎり計算

しやすいようなものを考えていきたいと思い

ます。 

 

〇小倉副会長 

 個々の状況により差異があるとすると、そ

れに対応したものは難しいと思います。例え

ば家族構成によって変わってきますとかのコ

メントを入れながら標準的なものを用意し

て、それで関心を持ってもらうくらいのペー

ジしか難しいかなと感じました。 
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○北野委員 

 労働報酬下限額ですので、扶養家族などは

関係なく総支給額のところで計算できるので

はないですか。 

 

〇契約課長 

 総支給額があって、その中には公契約現場

以外のものも含まれることもあります。そう

した場合は、その分を除かなければならず、

一律に計算することは確かに難しいかもしれ

ません。 

 

〇小倉副会長 

 総支給額にはいろいろなものが含まれてき

て、除くものがあればご自身で判断しなけれ

ばならず、難しいかもしれません。 

 

○北野委員 

 先ほどお話がありましたが、周知カードは

業務委託、指定管理の方にも配られるのです

か。 

 

〇契約課長 

 配られます。 

 

〇早川委員 

 公契約条例の周知についてですが、アンケ

ートの結果で周知されていないということが

明らかになりました。３割くらいしか理解し

ていないということでした。条例の中身につ

いて、区は契約を締結するときに元請事業者

に説明して、下請事業者への説明はなされて

いるのですか。 

 

〇契約課長 

 区は元請事業者と契約しているので、元請

事業者と下請事業者との契約には区は関与し

ていません。ですので、下請事業者への説明

も元請事業者にしていただくということにな

ります。 

 

〇早川委員 

 元請事業者からの下請事業者への説明を徹

底させるということですが、公契約条例の認

知度が低い状況であり、区がもっと主体的に

関わっていいのではというのが私の意見で

す。例えば区から下請事業者へ、労働報酬下

限額が決まっていて遵守をお願いしますとい

うような文書を郵送するだけでも、ある程度

は効果があるのではないでしょうか。労働者

の認知度というのは、公契約条例の話を元請

事業者から聞くよりも自分の雇用主の下請事

業者から聞く方が上がるものです。そうした

ことも一つ検討してやっていただきたいと思

います。 

 

○契約制度改善担当係長 

 ご意見も踏まえまして、元請事業者が下請

事業者と契約を締結するときに説明をしてい

ただく資料を区が作成します。元請事業者は

その資料を基に説明をしていただき、それで

理解していただいた上で下請契約を結んでい

ただこうと考えています。 

 

○田中委員 

 下請事業者は職人に、労働報酬下限額がい

くらかということを説明するところまでが、

公契約条例の定めなのですか。それとも労働

報酬下限額以上の支払いがされている状態で

あれば、それでもいいのですか。職人が知ら

なくてもいいんですか。 

 

○契約制度改善担当係長 

 ４月以降の改定で予定してるのは、周知カ

ードをお渡ししますので、公契約条例が適用
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されてるということと、職種がどれかという

ことについては、下請事業者から労働者へ周

知するというものです。 

 

○田中委員 

 現状ではどうなっていますか。 

 

○契約制度改善担当係長 

 現状では支払うだけです。 

 

○田中委員 

 払っていれば知らせてなくてもいいという

ことですか。 

 

○契約制度改善担当係長 

 そこまでの規定はない状態です。ですの

で、今回の改定でそこを入れます。 

 

○田中委員 

 ３割しか認識していないということ自体

は、条例上の問題ではない…… 

 

○契約制度改善担当係長 

 元請事業者には、各労働者への周知のため

にポスターの貼り付け、チラシなどを配付す

る義務があるので、下請事業者の責務ではな

い状態になっています。 

 

○設楽委員 

 それは元請事業者が作るのですか。 

 

○契約制度改善担当係長 

 ポスターは区の方で作成しています。チラ

シについては原稿をお渡しして元請事業者の

方で作っていただいています。 

 

○田中委員 

 ４月からは周知カードでということです

ね。 

 

○契約制度改善担当係長 

 そのとおりです。 

 

◆議案第４号 令和７年度労働報酬下限額の

算定方法等について 

【契約課長が議案について説明】 

 

〇早川委員 

 何年も言っていますが、工事の熟練労働者

以外の労働者についてです。公共工事設計労

務単価の表をご覧ください。３番目に軽作業

員という区分があります。国の定義を見ると

正に未熟練に該当するものと私は判断してい

ます。設計労務単価の中に未熟練の区分があ

るにもかかわらず、熟練労働者とそれ以外と

いうことで足立区独自の未熟練労働者の区分

を設けています。いま国の方は建設従事者の

賃金がかなり安く、これを是正する必要があ

るということで、賃金の引き上げに向けて動

いています。こうして国が動いているにもか

かわらず、足立区の方であえて未熟練の区分

を国が定めている軽作業員以下で定めている

というのはどうなのでしょうか。真逆とまで

は言いませんが、歯止めとなっているように

見て取れてしまいます。熟練労働者以外の区

分について、近隣では草加市にはありませ

ん。ですので、この区分の撤廃を検討してい

ただきたいというところです。 

 

〇契約課長 

 未熟練の区分ですが、２３区には公契約条

例を制定している区が１２あります。そのう

ちの約９割くらいは、熟練工以外の区分を設

定している状況です。２３区のほとんどがこ

うした状況であるということをお伝えさせて

いただきます。 
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○北野委員 

 （委員作成の意見書を当日席上配付し説

明） 

 業務委託の労働報酬下限額ですが、令和６

年度は足立区の会計年度任用職員報酬に東京

都最低賃金額前年度比上昇率を乗じた額を加

算した額としています。令和７年度分におけ

る算定方法ですが、今後は人手不足が懸念さ

れるところでして、とりわけ求人倍率が高い

職種については、民間との人の取り合いにな

ってきます。そうしたときに、この算定によ

る金額が適切なのか、検討を重ねなければな

らないと思います。会計年度任用職員報酬に

単純に最賃上昇分を乗せるだけでいいのか疑

問に思っています。労働者の確保、公共事業

での人材の確保ということを考えると、民間

の賃金よりも上回っていなければ、人材確保

は難しいのではないかと思います。公契約条

例の目的を達成するためには、労働報酬下限

額を足立区を含む地域での平均的なレベルの

労務を提供できる労働者の確保ができ、地場

の民間賃金の水準を押し上げる金額とするこ

とが必要です。最低賃金があり、民間相場が

あって、それを上回る金額であった方が、公

契約条例の労働報酬下限額にふさわしいので

はないかと思います。 

 近隣自治体の状況としては、１３００円を

超えているのは中野区と世田谷区です。中野

区の状況ですが、今年度の労働報酬審議会で

公開されているところとしては、来年度は１

４００円前後、１４００円を超えるのではな

いかという形で審議されているそうです。こ

の理由というのが、中野区は足立区と同様に

会計年度任用職員報酬を基礎として設定して

います。しかし、労務職の一定号給、会計年

度任用職員報酬の比較的高いところ、それに

準じる形で労働報酬下限額を設定していま

す。それで他区に比べて高い設定になってい

ます。それにより中野区でどういうことが起

こっているかというと、人材の確保が進み、

働いている人たちの労働意欲も高まっている

ということです。中野区が何故こうしたこと

をやっているかというと、政策的賃金を引き

上げる義務が区にはあるというところに基づ

いたものということで、それでこうした金額

で設定されています。 

 まだ人事委員会の勧告前であり具体的な金

額は申し上げにくいところですが、算定の方

法をいろいろ検討していただき、その中で一

番は人材確保、次に足立区内の賃金相場の引

き上げ、そこに繋がる労働報酬下限額の改定

を目指していっていただきたいというところ

で、意見書を添えて意見を述べさせていただ

きました。 

 

〇契約課長 

 今回の審議会においては、委員の皆様の意

見をいただきたいと思っていますので、皆様

の思うところを頂戴できればというところで

す。 

 

○北野委員 

 来年４月からの条例改正で、業務委託の業

務種別など対象範囲が拡大される予定で議会

で審議されることになると思いますが、そう

なれば働く方の職種も増えてくると思いま

す。現在は、保育士だけが労働報酬下限額が

別設定になっていますが、職種別の設定をさ

らに広げていただけるような検討を引き続き

お願いしたいと思います。この度の改正では

給食調理の業務も対象に加わる予定です。区

の方で給食施設の改善は進めていただいてい

ますが、私ども連合の地域ミーティングにお

ける現場で働いている方の声として、設備は

よくしていただいている中で賃金はなかなか
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上がっていかないという意見が聞かれます。

設備はよくなったとはいえ、やはり厳しい環

境で働いている給食調理の方、例えばこうし

た方には上乗せの労働報酬下限額を設定して

いただくなど、きめ細かい設定というのも今

後は検討していっていただきたいと思いま

す。 

 

〇契約課長 

 調理委託に関しては、国の方からもこうし

た人件費であったり物価高騰による影響もあ

って金額を見直すようにという話もあるよう

で、今年度も業務委託の費用については見直

しをしたりということはやっております。た

だし、それはそれぞれの契約の内容での変更

ということでして、こうした労働報酬下限額

をどうするかということについては、ご意見

としては承りたいと思います。 

 

○田中委員 

 給食費も上がっているのですか。いわゆる

家庭で払う給食費ですが。 

 

○総務部長 

 給食費は無償になっています。 

 

○田中委員 

 そうすると負担がどんどん増えていくので

すね。 

 

〇契約課長 

 食材費も人件費も上がっていますからね。 

 

○田中委員 

 実際に求人関係でいうと、そういう方々が

足りなくて困っているというのはあるのです

か。 

 

○北野委員 

 給食現場ですか。数字的なものはまだ聞い

てはおりません。 

 

○田中委員 

 保育士はどうですか。 

 

○総務部長 

 公立の保育園では不足気味です。私立の方

でも人材不足だと思います。 

 

〇小倉副会長 

 現状としては足りない状況です。 

 

○田中委員 

 事業者はそのために自然に上げざるを得な

いという状況になっているということでもあ

るわけですかね。  

 

〇早川委員 

 先ほどの未熟練の問題もそうです。課長か

らは２３区の９割くらいで未熟練区分がある

から、足立区もその方向でというお話があり

ました。いま建設業界は本当に人手不足なん

です。従事者が２０～３０年前は６８０万人

でした。それが５００万人を切って、４８０

万人で推移しています。先ほど契約不調の原

因も技術者がいないことにより工事ができな

くなっているということでした。若い人がこ

の業界に入ってくれません。その理由は顕著

です。賃金が安く休みが少ないから、理由は

わかっているんです。その原因を打破するの

が公契約条例だと、私は思っています。若い

人、こういう人は当然未熟練に区分されます

から、こういう若い人の時給単価をあえて下

の方に設定するということをしていいのか

と。ここにいるメンバーが持続性のある建設

業界、未来の建設業界、この建設業界がずっ
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と続くようなスタンスに立って物事を決めて

いただきたいということですので、若い人が

該当する未熟練の区分については、他の９割

がやっていないからということで、足立区も

導入しないというのではなく、足立区は率先

して若い人が入りやすいような環境を作って

いただきたいということです。よろしくお願

いします。 

 

○設楽委員 

 そもそものような話ですが、土木建築の仕

事では一人親方的な仕事のやり方、それを前

提とした産業構造に日本ではなっていて、そ

このところから抜け切れていません。新しい

制度をもってきてもなかなか定着しません。

例えばスーパーゼネコンが集めるのでも、末

端の職人を集める力はありません。間に何人

も介在する形になっています。そこのところ

で最低賃金は切ってはいけないというハード

ルは超えないようにはしているのだろうとは

思いますが。そういう流れがある限り、新し

い産業構造の労働者と経営者のあり方は、ま

だ日本では根付いてないのかなと私は思って

います。明治から同じやり方、一人親方とい

うやり方です。ですから国も、そうした業界

の風土というものも踏まえて制度を作ってく

れれば、すっきりすると思います。もう少し

日本流で、その上で何か新しいものを作って

もらうというのが、国に対する期待です。民

間に変えろといっても無理があります。 

 

〇小倉副会長 

 熟練工とそれ以外の方との区分についてで

すが、すごくできる熟練の方と、そうではな

く入ってきて間もない大丈夫かなと思ってし

まうような方とで、賃金の差は当然、どの業

種でもあると思います。その違いをどこかで

線引きしているということはあると思いま

す。現実として熟練の方と新人の方が同じ給

料というのでは厳しいので、それで分けてい

るということだと思っています。しかし、金

額の差を見ると両者の金額に乖離があると感

じます。それでも未熟練の額は増額されてき

て、その差は少しずつ埋まりながら推移して

きていると思います。一度にこの括りをなく

して同じにするというのは難しところがある

としても、未熟練の金額が上がってきて、差

がある程度なくなってきた時点で一つの括り

にしていければいいのかなと思います。現状

では乖離が大きいので、一気にやってしまう

と熟練工の方に見習いと同じなのかという不

満が生じてしまうと思います。高い方も上が

っていく中で低い方の上げ幅を大きくしてい

けば、どこかで一つにできないかなという感

じはします。どの業種でも人手不足の状況は

ありますし、国全体で賃金を上げていきたい

という方向もありますし、外国人就労者も入

ってきている中で別の国に行った方がいいと

いうご意見もいただきますが、そうなると日

本として厳しくなるところがありますので、

下限のところは皆で引き上げられるような方

向性は必要だと思います。ただし、事業主の

努力だけでは上げられないというところもあ

りますので、そこのところはよく議論してい

かなければならないとは思いますが、近づけ

られたところで一つにするというのはいいと

思いますので、時間をかけてでも下の引き上

げをしていく必要性があると思っています。 

 

〇早川委員 

 今のご意見ですが、私もそのとおりだと思

っています。ただし、設計労務単価５１職種

の中で３番の軽作業員、その金額は他の職種

と比較して１万円、１万３千円という差は出

ていますが、未熟練区分として位置付けられ

ています。そうでなければ未熟練区分撤廃と
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は言いません。きちんと未熟練区分があるの

だからそれを活用してくださいということで

すので、よろしくお願いします。 

 

〇契約課長 

 いろいろご意見をいただきました。軽作業

員と未熟練は別の区分だと思っているところ

もあります。それは同一だと考えられている

委員もいらっしゃって、認識の相違があると

思いますので、その点はお伝えさせていただ

きます。 

 なお、ここ数年は未熟練の金額について

も、割合の引き上げ、他自治体と比べてパー

センテージを上げて、底上げを図っていると

ころでありまして、決して水準を下げるとい

うことではなくて、足立区も底上げをしてい

るというところはご理解いただきたいなと思

います。 

 

○渡部会長 

 他にご意見はありませんか。 

 

〇早川委員 

 なければ、ここでよろしいでしょうか。こ

れまでにも審議会の席上でお話ししています

が、私ども東京土建足立支部で現場に出向い

て現場実態調査をやっています。２年前に足

立区がアンケート調査をして、その結果によ

ると労働報酬下限額以上で働いている労働者

がほとんどだということでした。組合の方で

やっている現場実態調査について皆さんと情

報共有したいということで資料を用意してき

ました。 

（委員作成資料を席上配付） 

 組合では１か月に１回から２回のペース

で、公契約適用現場に出向いて職人さんとヒ

アリングをしております。そのヒアリングと

いうのは、時間としては昼休みで、食事など

で出てきた職人さんに声をかけて呼び止め

て、簡単なアンケートなのでこの場で答えて

くださいというようなことをやっています。

１分くらいで答えられるものです。あなたの

年齢は何歳か、経験年数、就業実態、職種、

何次の会社か、日当の額、お住まいなど９項

目に渡るものです。自分自身に関わるもので

簡単に答えられるものです。 

 こうした取り組みを２０１６年からしてお

りまして、１３８２件でその人数のヒアリン

グができております。調査のやり方ですが、

一人ひとり対面による聞き取りで行っていま

すので、信憑性は高いのかなというところで

す。月給制なのか日給月給制なのかにより、

いろいろ誤差はあるとは思いますが、私の肌

感としては職人さんは一般的に日給月給で働

いている方がほとんどだと思います。直近の

結果を見てもわかるのですが、２万円台が少

し出てきて、３万円台が１件、あとは１万円

台で働いている方が非常に多いです。労働報

酬下限額の平均額は２万３千円に達していま

すので、２万円以上は貰っているというのが

当たり前なのかなと想像します。しかし実際

に調べてみると、こういう結果が出ていると

いうことです。聞き取りによるものなので、

これが全て正しいかどうか、あくまで推測と

いうことにはなります。しかし、こういう側

面もあるということは、皆さんで共有してい

ただきたいと思います。 

 審議会では、労働報酬下限額は設計労務単

価の９０パーセントにするのか、９１パーセ

ントにするのか、未熟練の区分を撤廃するの

か、そういう議論も大切だと思いますが、

元々、公契約条例というのは、そこで従事す

る労働者の賃金をよくしていこうというとこ

ろが、出発点の一つになっていると思いま

す。こういう実態があるのであれば、こうい

うところについても審議会として、きちんと
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取り上げて、それがもし事実に近いというこ

とであれば、この状態をどのようにしたら克

服できるのか、今後議論の俎上に上げていた

だきたいと思います。いま我々がつかんでい

る現場実態というのが、こういう形だという

ことです。 

 

〇小倉副会長 

 資料を拝見して思ったのですが、１日の労

働時間が短い場合もあると思います。日当の

額を１日８時間を前提にすると少ないと思わ

れる方もいますが、時間数によっても違いが

あるので、時間数も知りたい項目だと思いま

した。 

 

○田中委員 

 東京土建の組合員かどうかというのはわか

るのですか。 

 

〇早川委員 

 質問項目には加入健康保険もあります。私

どもの方で国保を取り扱っていまして、土建

の国保と答えた方…… 

 

○田中委員 

 土建国保という方が、それにあたるのです

ね。 

 

〇早川委員 

 そういうことです。公営国保というのが足

立区でもやっている国保加入者です。 

 

○田中委員 

 協会健保が多いですね。 

 

〇小倉副会長 

 国の健康保険です。 

 

○田中委員 

 足立区の土建組合には何人くらいが加入し

ているのですか。 

 

〇早川委員 

 組合員数は８千５百人くらいです。 

 

○田中委員 

 その中で、足立区の公契約条例適用現場で

働いた人はいると思いますが、あまりいない

のですか。 

 

〇早川委員 

 あまりいないです。呼びかけて手を挙げて

くれる人は本当に少ないです。 

 

○田中委員 

 年収がいくらか組合でわかっている部分は

あるのかなと思ったのですが。 

 

〇早川委員 

 そこまでは掴んでいないです。 

 

○田中委員 

 そこが知りたいわけじゃないですか。実際

に割り返してどうなのかを。それは非常に難

しいのでしょうかね。 

 

〇早川委員 

 貰っていないという通報制度があります

が、工事では一件もないということです。そ

れは労働者が知らないからです。労働者が公

契約条例の中身を知らないから、労働報酬下

限額未満で働いていても、それは今までどお

りということです。やはり広げなくてはいけ

ないのです。そういうことで、先ほどお話 

しした周知徹底については、力を入れていた

だきたいということです。 
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〇契約課長 

 公契約等審議会においても、周知のところ

はきちんとやってほしいというご意見があり

ました。区が行った令和４年度のアンケート

調査でも、労働報酬下限額を下回っていると

いう回答がありましたが、調べたところで

は、下限額を下回っているものは確認できな

かったものです。そうであれば、事業者の負

担を減らしていくことは必要なので、賃金台

帳をやめ報告書方式にして、それで拡充をし

ていきましょうということでした。周知につ

いても、区と事業者からの周知に加えて、周

知カードにより労働者自身が確認できるよう

なしくみを作って、知らないという状況はつ

ぶしていきましょうということでしたので、

そこはしっかりやっていきたいと考えており

ます。 

 議会の中でも、土建組合のアンケートの内

容について、いくつかご質問をいただきまし

た。確か８割くらいは下限額を下回っていた

というお話でしたが、一方でアンケートの内

容について、実際そうなのかどうかというと

ころについても、委員の意見もお聞きしたい

と思っています。 

 

〇小倉副会長 

 先ほどお話ししたとおりです。この中に労

働時間数がないので、１日５時間、６時間と

いった方がいるかもしれず、クリアーできて

いるかどうかのジャッジは難しいと感じま

す。 

 

〇早川委員 

 建設業の職人は時給で働かないですよね。

基本１日いくらという契約、日給月給が多い

ですよね。 

 

○田中委員 

 そう思います。 

 

○設楽委員 

 １日を半分に切ったら仕事にならないで

す。誰もそれで頼まないし、それで来る人も

いないです。 

 

〇小倉副会長 

 夜間に仕事をするケースや日没には仕事が

終わるケースもあると思います。仕事が終わ

ったら早めに帰れるという話も聞きます。実

働がどれくらいなのかというところと、６時

間くらいの契約をしている人も中にはいるか

もしれないと思います。日給で計算される人

が多いというのは確かかもしれませんが、実

態の労働時間までわからないかなと思いま

す。 

 

○設楽委員 

 例えば鉄道関係の職人の作業時間は終電後

から始発までの限られた時間です。同じ深夜

帯でもコンビニの店員は時間を区切って計算

することができますが、職人はそれでは人が

集まらないです。 

 

○田中委員 

 こういうふうに働いている人がいるんだな

ということですね。実際には小倉副会長がお

っしゃるとおり一人ひとりについてしっかり

調べないとわからないですね。あくまで何か

をしていくきっかけにはなるかもしれません

が、これを基に払われている、払われていな

いとするのは、あまりにも乱暴かなと。協力

してくれる下請の人がいて、職人がどれだけ

公契約条例工事の現場に携わっていたかを、

一年を通して見てどうだったのか、そこまで

やってみてというものであって、これで８割
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９割払っていないというところに繋がる話で

はないと思います。ちなみに事業主でも１万

円という人もいますね。 

 

〇早川委員 

 それは私にもよくわからないところでし

た。ですので１００パーセント信憑性がある

と思っていません。 

 

○田中委員 

 有効に使う方法が、言われたことも含めて

何かあるかということですね。 

 

〇小倉副会長 

 現場の生の声だとは思います。 

 

○田中委員 

 そういうことだと思います。 

 

〇早川委員 

 やはり現場の生の声は、議論する中で大事

ではないですか。他の審議会では、私たちの

ようなメンバーが、世田谷区や練馬区です

が、公契約条例の審議会が現場に行って労働

者とお話をしています。それで肌感を感じて

います。我々もどうでしょうか。 

 

○田中委員 

 事業主さんの許可を貰わなければ…… 

 

〇早川委員 

 当然貰って行っているのではないですか。 

 

〇契約課長 

 区の職員が現場に入って、周知や調査をし

た方がいいのではないかという意見があった

かと思います。実効性を持たせるために、区

の職員が行って実態を把握する、きちんと守

られているかを把握するべきという意見を頂

戴しているという認識ですが、それについて

のご意見はいかがでしょうか。 

 

○田中委員 

 契約関係のないところでそれをやろうとす

ると、非常に難しいですよね。元請と協力事

業者の契約の中で、元請事業者を飛ばして協

力事業者のところに行くと、協力事業者は素

直に協力してくれるかどうか非常に疑問とい

うことがあります。それから、実態を調査す

るということになると、踏み込んで給与台帳

を見せていただくなど個人情報の話を含めて

ということで、そこまでできるのか、結局は

行って聞いても、このアンケートと同じ内容

しか返ってこないのではないですか。そうだ

とすると、どうなのでしょうか。そのことよ

りも、４月からやろうとしていることから取

り組んで、声を上げられるような環境を整え

るのが先ではないかという感じがします。 

 

○設楽委員 

 現場の職人に、給与水準が確保されている

など公契約条例の効果が還元されているとい

うことがあるのでしょうか。 

 

〇早川委員 

 組合員の中に公契約条例適用現場の従事者

が少しいますが、そのような話は聞かないで

す。下限額以上の賃金を貰っていれば、でき

てよかったという話は聞かれるのでしょう

が、組合員の話によれば貰ってないというこ

とです。 

 

○総務部長 

 この調査をやったとき、公契約条例適用現

場だということを皆さんは認識してというこ

とですか。 
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〇早川委員 

 ここは公契約条例適用現場です、皆さんの

賃金の下限額は決まっていますということを

話しながら調査は進めていますので。 

 

○総務部長 

 それを聞いて、そうなんですかという人が

多いですか。初めて聞いたというような反応

が多いのでしょうか。そうだとすると周知は

一層大切ですね。 

 

〇早川委員 

 よく職人から聞くのが、公契約条例適用現

場だということは知っているけど、下限額以

下で働いていて、そのことを社長には当然言

えないし、言ったらどうなるかわからない、

通報制度があるのも知っているが、足立区に

申し出て、それが巡り巡って社長の耳に入っ

たら、自分の立場がどうなるか怖くて言えな

いのだというような話です。ですので、ポス

ターの中に、通報制度を利用して安心して声

が出せるということを書いて、一人ひとりの

労働者が認識するようになれば、声を上げら

れるようになるということですね。あとは、

周知していくということですね。 

 

○総務部長 

 やはり周知ですね。 

 

○設楽委員 

 声を上げられないなんていう現場があるん

ですか。 

 

〇早川委員 

 あります。 

 

○設楽委員 

 俄かには信じられませんが。 

 

〇小倉副会長 

 区の職員がということですが、おそらく区

の職員からアンケートをします、公契約条例

の現場なんですという話を聞いた瞬間に、ど

ういうふうに答えておいた方がいいのかとい

うように、バイアスがかかる可能性がすごく

あります。答えてしまったことが会社に知ら

れるとどうなってしまうのだろうと考えてし

まうと思います。真の声というのはなかなか

出てこないのではないでしょうか。同じよう

な立場で一緒に考えてくれる仲間内のメンバ

ーだという信頼感のもとに答える方が多いの

ではないかと思います。答えても問題ないと

ころかジャッジしてアンケートに答えている

のかなと思います。生の状況が見えるという

のは貴重ですが、第三者が、現場を知らない

ような人がアンケートに行っても、答えるの

はやめておこうという気持ちが出てしまうの

かなという心配はあります。 

 周知カードについて質問します。周知カー

ドは毎年、今年はこれ、次の年はこれという

ように配布し直すのでしょうか。何が心配か

というと、よくあるのが保険証などを財布に

入れている人が多いのですが、どこかに行っ

てしまったという人が多いです。また、折れ

てしまったというケースも多いので、せっか

く配っても心配だなという思いがあります。

毎年配るのであれば、そうだった、公契約条

例適用現場で働いているんだったということ

を改めて認識してもらうことができると思い

ます。どうやったら大事なものということで

渡せるだろうかというところも、懸念される

ところです。 

 

○契約制度改善担当係長 

 初めての試みですので、手探りの部分はあ
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ります。今のところは、１契約につき１枚と

考えています。工事ですと、普通は１年から

２年の間、長くても３年くらいとなります。

同じ会社の人であっても、新たな現場に行け

ば、また新たに貰えるようにはなります。委

託と指定管理は、毎年では積みあがっていっ

てしまうということを少し懸念しています。

何が正解かということは、これからやってみ

てということになるのかなと考えています。

基本的には、１契約１枚と考えています。た

だし、事業者には予備もお渡ししますので、

紛失や毀損の際に再度貰うことはできますの

で、そういった形で対応できればと考えてい

ます。 

 

○田中委員 

 ＱＲコードを読ませてこうしてくださいと

いう、操作方法を書いてもいいかもしれませ

んね。 

 

○渡部会長 

 令和７年度労働報酬下限額についてです

が、本日の審議はここまでとし、次回でまと

めることといたします。 

 

－全委員了承－ 

   

○渡部会長 

 事務局から連絡事項があればお願いしま

す。 

 

【契約課長が次回日程について調整、１１月

１３日開催と決定】 

 

【本日の議事録は事務局で作成し、各委員に

送付、委員の内容確認後、区長に提出するこ

とを確認】 


